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                    日時： 令和 5年 7月 23 日（火） 

                         14 時 30 分～15 時 30 分 

                      場所： 都庁第二本庁舎 10 階北側 206 会議室 

                                       

 

                  次    第 

 

  １ 開 会       

２ 委員の御紹介、委員会の成立 

  ３ 議 事 

（１） 委員長の選出 

（２） 指定管理者の管理運営状況等の評価等について 

（３） その他 

  

４ 閉 会 
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八丈島空港の管理について

１ 概要
○東京都営空港条例を、平成27年3月に一部改正し、平成28年4月より指定管理者制度

を導入した。指定管理者制度導入以前は八丈島空港の管理・運営は、都の職員により
直営で行ってきた。

○指定管理者：八丈島空港ターミナルビル株式会社（以下「HAT」とする。）（特命）
○指定の期間：令和３年4月1日から令和８年3月31日まで（５年間）

２ 指定管理者の業務
○空港の運営管理 （企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応、安全管理業務、

利用者満足度調査、利用促進活動、禁止行為に対する注意・指導等）
○空港施設の維持管理 （空港土木、空港土木施設の付帯施設、航空灯火、空港内の管理施設、

駐車場施設、緑地管理、安全の確保、清掃、施設保守点検、設備等法定点検、維持補修）
○空港の法的管理 （使用許可・空港使用届出及び空港使用許可申請の受付業務・使用料の

徴収事務等に限る。）
○災害時・緊急時対応 （待機連絡体制確保、避難誘導、被害調査・報告、応急措置等）
○事故対応 （関係機関への報告、被害者対応等）

４ 特命理由
○当該施設は東京の南方海上約290㎞に位置する八丈町にあり、地理的に事業者の参入機

会が限定される地域にある。
○当該施設には、ＨＡＴが八丈島空港ターミナルビルを設置し運営しており、地元空港の

拠点ターミナルとしての機能を有し、当該施設として一体的なものとなっている。
○八丈島と本土との空の玄関口として日々利用され、島民にとって、航空路は本土との中

心的公共交通機関となっていることから、島民との調整が重要となっている。また、当
該施設を利用している航空事業者等との調整、総合協力等も重要であり、それらの対応
を効果的・効率的に処理する必要がある。これを実現するのは、当該施設の利用調整や
安全管理、施設の維持管理に十分な実績とノウハウをもっているＨＡＴ以外にはいない。

５ HATについて
○所 在：東京都八丈島八丈町大賀郷2839－2
○設 立：昭和55年7月24日
○資 本 金 ：３億円
○事業内容：貸室賃貸業、航空機・航空旅客・航空貨物等の地上取扱業務、空港管理業務、

レストラン業、その他附帯事業
○社 員 数 ：５０名（令和６年3月現在）

3 八丈島空港について
○八丈島空港は、八丈島の航空輸送を確保し、もって島民の生活安定、産業の振興等に資す

ることを目的として、昭和３７年５月に最初の都営空港として供用開始している。
○八丈島空港は、八丈島の中央部に位置し、八丈島と本土を結んでいる空港であり、船舶に

比べて航空機による渡航が多く、島の玄関口として大きな役割を果たしている。
○昭和５７年４月に伊豆諸島で最初にジェット化した空港であり、現在、東京国際空港（羽

田空港）との間に、１日３便ジェット機が就航している。また、八丈島空港は青ヶ島、御
蔵島、三宅島、大島、利島を結ぶヘリコミューター「愛らんどシャトル」の拠点となって
いる。

○空港ターミナルビルはHATの所有であり、空港管理事務所としてこのビルの一部を都が借
用している（土地は東京都所有でHATに使用許可している。）。

資料１

就航便数 旅客人数(人) 貨物量（㎏）

平成31年 1,044 199,701 907,599
令和2年 709 106,898 514,923
令和3年 711 105,528 444,537
令和4年 1,003 166,926 626,006
令和5年 1,039 194,679 644,689

○定期便使用実績

空港施設の概要

種　類

告示面積 ７６２，５５４㎡

滑走路 ２，０００ｍ×４５m

着陸帯 ２，１２０ｍ×１５０ｍ

誘導路長 ８５ｍ×２３ｍ

エプロン １５，３００㎡

施設概要

地方管理空港



指定管理者の評価について 

 

 

評価の目的 

○ 協定記載業務の履行、指定管理者が守るべき事項の遵守を確認 

○ サービス実施状況、利用者満足度等をチェックし、管理運営業務に反映 

 

 

 

 

評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

一次評価 

 （港湾局） 

 
管理運営状況の確認結果等を踏まえ、一次評価を行う。合

わせて、指定管理者の財務状況や特命要件の確認を行う。 

二次評価 

（評価委員会） 

 
施設の設置目的等を踏まえた上で、各種資料をもとに一次

評価の内容を検証し、管理運営状況や事業効果等について専

門的な評価を行うとともに、サービス水準の向上、効率的運

営等に関する助言を行う。 

総合評価 

（港湾局） 

 
 二次評価の結果に基づき、総合評価を決定する。 

利用者サービスの一層の向上 

施設運営の継続的な改善 

結果公表 

（港湾局） 

管理運営 

状況の確認 
 （八丈支庁） 

  
施設の日常の管理状況や業務報告書、利用者アンケート、

財務諸表等により、管理運営状況、利用者満足度、指定管理

者の財務状況等を確認する。 

 
施設名、評価結果、評価委員会委員の氏名等を web サイト

で公表する。 

 

資料２ 





別紙１-１

大 項 目 中 項 目

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 人員配置（配置数、配置箇所、専門性等） ×1 ○

 人材育成の取組（専門性向上、接遇向上等） ×1 ○

 施設の使用許可等（適正な手続き処理） ×1 ○

 場内管理（緑地管理等） ×1 ○

 施設管理（空港土木施設、航空灯火、空港内設備等） ×1 ○

 運用管理（運用業務、空港警備、鳥獣防除、駐車場等） ×1 ○

 施設の清掃 ×1 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 防災への配慮（安全管理活動を含む） ×1 ○

 防犯への配慮 ×1 ○

 緊急時対策（航空機不法奪等対策、救急患者ヘリ時間外対応を含
む）

×1 ○

 施設・設備管理に関する書類等の整理 ×1 ○

 事故への対応 ×1 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 個人情報保護の取組（内部規定の策定、研修等） ×1 ○

 情報公開の取組（都への協力） ×1 ○

 各種法令等の遵守 ×1 ○

 利用記録等各種情報の管理 ×1 ○

 情報事故への対応 ×1 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 収支状況 ×1 ○

 経理処理 ×1 ○

 都有財産等（物品・現金等）の管理 ×1 ○

 経理・現金に関する書類等の管理 ×1 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 利用者サービス向上に向けた取組 ×2 ○

 利用促進への取組（広報、PR等） ×2 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 利用件数（環境の変化など外部要因を考慮） ×2 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 職員の接客対応 ×2 ○

 施設設備の状況 ×2 ○

 利用条件 ×2 ○

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

 施設の目的達成（関係機関との連携） ×2 ○

確     認    項    目

管理状況

 適切な管理の履行

 協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
配 点

【評価の内容】

 法令等の遵守

 個人情報保護、報告等は適切に行われているか
配 点

【評価の内容】

事業計画・各種基準に基づき適切に管理をしている。
空港運用と灯火の安全目標をいずれも達成し、安全な空港運営に努めていた。
駐車場改修に伴い利用ルールの周知に力を入れており、案内の充実やＸでの投稿など創意工夫が見られた。

 安全性の確保

 施設の安全性は確保されているか
配 点

【評価の内容】

各種点検・訓練を適宜実施し、安全性の確保に努めている。

関係法令を遵守し、適正に管理している。

 適切な財務・財産
 管理

 適切な財務運営・財産管理が行われているか
配  点

【評価の内容】

現金や貸与物品等について、適切に管理している。

事業効果

 事業の取組

 事業計画どおりのサービスが提供されているか
配 点

【評価の内容】

 利用者の反応

 利用者の満足を得られているか。
配 点

【評価の内容】

 行政目的の達成

 行政と連携を図り施設の目的を達成しているか。

 利用の状況

 事業計画どおりの利用状況となっているか
配 点

【評価の内容】

定期便の着陸回数がコロナ前の水準に戻り、空港全体の着陸回数としては5か年の平均比＋10％を達成した。

配 点

【評価の内容】

東京都事業の八丈島スマートモビリティサービス実証事業におけるトライク設置や自動運転バスの停留所設置など空港の利便性向上に向けた取組
に協力した。
また、東京都事業の外国人富裕層の向けファムトリップの実施に協力し、ビジネスジェットの受入を行った。

個人利用者の満足度は高評価を維持している。

計画されていた事業を着実に実施するとともに、新型コロナウィルスの影響等で中止となっていた空の日イベントを事務局として積極的に取り組
み、800名来場があった。その他空港管理の業務内容や灯火に関する展示を実施し、航空に対する理解と関心を高めた。

資料４



別紙１-２

特 記 事 項

要改善事項
等

【一次評価結果】

【確認事項】

指定管理者
の財務状況

特命要件の
継 続

特に無し

特に無し

評 点

標 準 点
評価基準

一次評価結果

得   点

B
39点

46点以下
35点 47点以上 44点以上 31点以上 30点以下

S A B C

（１）　指定管理者による管理の対象となる施設は、東京の南方海上約２９０kmに位置する八丈町にあり、地理的に事業者の参入機会が限定される地域である。
（２）　当該施設は、専門的な知識が必要となる空港の運用・保安対策等に加え、航空機が安全運航するための管理運営が必須であるという特殊性があり、また、八丈島と本土を結ぶ
空港としての機能を損なわず適切に施設を管理するためには、当該施設に八丈島空港ターミナルを昭和５７年に設置し、業務を行ってきている八丈島空港ターミナルビル株式会社（以
下「HAT」という。）に指定することが最適である。
（３）　HATは、当該施設の安全及び維持の管理に十分な実績と空港管理・運用業務のノウハウを持ち、航空事業者等との利用調整の経験を有し、また、空港の保安対策ではこれまで
東京都と協力し対応を図ってきている。
以上、３つの特命要件について継続していることを確認した。

指定管理者の令和5年度の財務諸表により、組織運営の健全性が確保され、事業継続に支障がないことを確認した。

43点以下

資料４
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空港の指定管理者に係る二次評価（案） 

 
○施 設 名：東京都八丈島空港 

 
○指 定 管 理 者 名：八丈島空港ターミナルビル株式会社（特命） 

 
○指 定 期 間：令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日まで 

 
 ○令和５年度評価結果：下表のとおり 

 

項  目 評 価 内 容 

二次評価 Ｂ 

管理状況 

・年間事業計画のとおり、適切に管理が行われて

いる。 

 
・業務マニュアルの充実化を図り、人材育成に努

めている。 

 
・バードスイープについて、新たな機材の試行や

実施回数を増やすなど、力を入れて取り組んで

いる。 

事業効果 

・空港において開催された空の日イベントについ

て、その実行委員会事務局として積極的に調整、

取りまとめを行うなど、イベントを通じて空港

への理解促進を図る取組みを実施している。 

 
・利用者アンケートにより、概ね高評価を得てい

る。 

 

資料５ 



 

 

空港の指定管理者評価委員会 

（参考資料） 
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３1（元）年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

1,442,219,584 1,310,934,086 1,296,305,616 1,307,338,661 1,310,498,251

資産合計 1,571,166,154 1,385,567,518 1,372,115,925 1,382,806,996 1,415,912,241

建設仮勘定 57,572,200 0 0 0 0

投資等 71,374,370 74,633,432 75,810,309 75,468,335 105,413,990

611,296,374 536,044,482 572,349,318 620,561,607 631,238,489

58,013,673 4,344,348 43,728,958 38,301,590 39,037,417

680,287,766 495,384,998 536,702,955 602,876,117 658,034,303

890,878,388 890,182,520 835,412,970 779,930,879 757,877,938

299,651,547 112,900,322 89,381,908 87,247,288 103,818,350

246,433,621 233,491,356 209,246,359 196,304,809 184,765,509

546,085,168 346,391,678 298,628,267 283,552,097 288,583,859

1,025,080,986 1,039,175,840 1,073,487,658 1,099,254,899 1,127,328,382

1,271,514,607 1,272,667,196 1,282,734,017 1,295,559,708 1,312,093,891

1,571,166,154 1,385,567,518 1,372,115,925 1,382,806,996 1,382,806,996

611,296,374 536,044,482 572,349,318 620,561,607 631,238,489

553,282,701 531,700,134 528,620,360 582,260,017 592,201,072

58,013,673 4,344,348 43,728,958 38,301,590 39,037,417

３０・３１（元）年度 ３１（元）・２年度 ２・３年度 ３・４年度 ４・５年度

1,216,727,441 1,376,576,835 1,303,619,851 1,301,822,139 1,308,918,456

３1（元）年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

1 経営資本営業利益率 4.77 0.32 3.35 2.94 2.98

2 経営資本回転率（回） 0.50 0.39 0.44 0.48 0.48

3 売上高営業利益率（％） 9.49 0.81 7.64 6.17 6.18

4 流動比率（％） 227.03 438.78 600.46 691.00 633.83

5 自己資本比率（％） 65.24 75.00 78.24 79.49 81.52

6 固定資産長期資本比率 70.06 69.95 65.13 60.20 57.76

1 経営資本営業利益率

2 経営資本回転率（回）

3 売上高営業利益率（％）

4 流動比率（％）

5 自己資本比率（％）

6 固定資産長期資本比率

負債・資本合計

営業収益（ａ）

業務費用（ｂ）

（営業利益）（ａ）－（ｂ）

経営資本平均値

固定資産

流動負債

固定負債

負債合計

資本合計

固定負債・資本合計

経営資本

売上高

営業利益

流動資産

経営基盤計算書
(単位：円）

高い方がよく、１０％以上が好ましい。日本で
の全業種平均は４．７％、製造業では５．７％、
非製造業で４．４％（平成３０年度実績）。

高いほど良い。全業種平均は０．８７回（平
成３０年度実績）。以前の数値と比べる。

高いほど良い。全産業の平均は５．５％
（平成３０年度実績）

流動比率が１００％以上であれば、短期的な支
払能力が支払義務をまかなって余りあるというこ
とで、支払余力があると推測することができる。

自己資本比率は一般的に５０％前後を超えてい
るとかなり優良、２０～３０％くらいでもよい印象
があるといわれている。中小企業の場合は１
５％くらいが平均とされている。

この比率は常に１００％以下で、かつ、低
いことが望ましい。
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